
                                                                                                                             

作州民芸館概要書 
 

 

この概要書は、作州民芸館の管理運営に関しての市の基本的な考え方や基本情報を示すものです。

作州民芸館の管理業務については、設置目的をより効果的に達成するため、平成３１年４月１日から

指定管理者制度を導入して管理運営を行っています。 

 

１ 設置目的 

  郷土の歴史、文化等に関する市民の理解と認識を深めるとともに、歴史的な町並みの保存に対す

る市民意識の高揚を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。 

 

２ 基本情報 

 (1) 施設の名称：作州民芸館 

 (2) 所 在 地：津山市西今町１８番地 

 (3) 建 築 年：明治４２年（１９０９年） 

 (4) 建築面積 ：２３３．８４㎡ 

 (5) 延床面積 ：４０５．１４㎡ 

(6) 施設概要 ：構造 木造２階建鋼板葺 

         階層規模  地上２階 

         １階４室 ２階７室（喫茶室、研修室、事務室、トイレなど） 

 多目的広場（６９０㎡） 

 

３ 管理運営状況 

 (1)管理形態：指定管理 

(2)管理運営者：指定管理者（城西まちづくり協議会） 

(3)期間：指定期間 平成３１年４月１日～令和４年３月３１日 

 

４ 作州民芸館の管理運営に関する基本的な考え方 

作州民芸館は明治４２年に建築家江川三郎八氏の設計により土井銀行津山支店として建てられま

した。平成４年に津山市が取得し、平成９年に国の登録有形文化財に登録され、城西地区のシンボル

として地域内外の人に親しまれており、同地区の代表的なイベントである「城西まるごと博物館フェ

ア」においてもイベントの中心施設として活用されています。 

作州民芸館は市の伝統的建造物群保存地区内にあり、同地区は今年度中に国の重要伝統的建造物

群保存地区の選定を目指しています。 

よって、今後は地域住民の集いの場としてだけでなく歴史的風情漂う町並みのシンボルとして地

域住民と来街者の交流の場となり、城西地区の観光拠点施設の役割も果たしていくことが期待されて

います。 

そこで、作州民芸館を歴史的建造物及び観光資源として保存し、広く近代化遺産に親しむことが

できる場を提供するとともに、地域のまちづくりの発信、地元住民の交流の場の創設、観光振興など

地域の活性化に繋がる活用を図ることを基本的な運営方針とします。 

 

５ 開館日時 

 (1) 開館時間  午前９時から午後５時まで 

 (2) 休 館 日   

  ① 毎週月曜日（休日の場合はその翌日） 

  ② １２月２９日から翌年１月３日 

 

６ 業務内容等 
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 (1) 施設又は設備の利用の許可に関する業務 

(2) 施設の維持管理に関する業務 

(3) 施設の利用に関する料金の徴収に関する業務 

(4) 施設の設置目的を発揮するための事業に関する業務 

(5) 施設の利用者の利便性を向上させるために必要な業務 

 

７ その他 

   作州民芸館については、令和２年度から令和４年度まで機能向上のための改修工事を予定していま

す。そのため、一部業務について制限を受ける可能性があります。 

 

 

別紙１  作州民芸館条例、作州民芸館条例施行規則 

別紙２  施設平面図、施設配置図、備品一覧表 

別紙３  業務評価結果書（収支決算表、利用実績表あり） 

別紙４  前回の募集要項、仕様書 

 

 


